
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  国税不服審判所、裁決事例集を公表 

Ｑ：国税不服審判所が裁決事例集を公表し

たそうですが、どのような内容だったのです

か？  

 

Ａ：次のような内容でした。 

【解説】 

さきごろ、国税不服審判所から裁決事例集

No78が公表されました。 

主な内容には、次のようなものがありまし

た。 

 ①仮装経理による役員報酬 

  請求人が監査役に対して支出したとする役

員報酬は、取締役に対する報酬を監査役に

対する報酬と仮装して経理したと認められ

ることから、損金算入は認められないとし

た事例 

 ②同族会社の行為計算の否認 

  解散が見込まれている関連会社に増資払込

みを行い、同社の清算結了によりその払込

金を投資損失として損金の額に算入した行

為は、純経済人として不自然・不合理な行

為であり、法人税を不当に減少させるもの

であるから、その投資損失（清算配当金控

除後）の金額は損金の額に算入されないと

した事例 

 ③不動産所得の総収入金額 

  建物賃貸借契約の合意解約に伴う残存期間

賃料は、中途解約に伴う賃料収入に対する

補償であり、不動産の貸付けにより生ずべ

き収入金額に代わる経済的利益と認められ

るから、不動産所得の総収入金額に当たる

とした事例 
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